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添付書類 

１ 契約書（案） 

可分事業内訳書 

作業仕様書 

作業位置図 

２ 契約情報の公表様式 

３ 入札者注意書 

 

 

 

 

 

 

 

京都大阪森林管理事務所 



１ 箕面国有林267へ林小班外森林整備事業（造林）

２ 大阪府箕面市　箕面国有林267へ林小班外

３ 地拵 ha

植付（新植） ha

㎞

単木保護管設置 ha

４ 契約締結日の翌日から

令和８年２月27日まで

５ 金　　　　　　　　　　　　円也

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額(以下「消費税」という。)額

金　　　　　　　　　　　　円也）

基づき算出したもので、請負金額に10／110を乗じて得た額である。

（  ）の部分は、請負者が課税業者である場合に使用する。

６ 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。

（適用されるものは○印、削除されるもの×印。）

契約保証金の納付 第４条第１項第１号

契約保証金の納付に変わる担保となる有価 第４条第１項第２号

証券等の提供

銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証 第４条第１項第３号

公共工事履行保証証券による保証 第４条第１項第４号

履行保証保険契約の締結 第４条第１項第５号

支給材料及び貸与品 第15条

前金払 第35条第１項

中間前金払 第35条第３項

部分払 第38条

国庫債務負担行為に係る契約の特則 第40条

（注）国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙を添付する。

防護柵新設

0.12

×

収入

「取引に係わる消費税額及び地方消費税額」は、消費税法第28条

分の

回以内

請 負 金 額

選 択 条 項

以内

印紙
森林整備事業請負契約書（案）

事 業 名

事 業 場 所

事 業 量

適用削除の区分

×

×

2.11

2.11

1.83

〔注〕

×

×

×

×

第１項及び第29条並びに地方税法72条の82及び第72条の83の規定に

事 業 期 間

選択条項選択事項

×

×



７ 利用物件及び貸与物件

８ 特約事項

(１) 請負代金は近畿中国森林管理局において支払うものとする。

(２) 約款第38条は、別紙可分事業内訳書の可分作業ごとに適用するものとする。

(３) 使用材料は書面により報告し、必ず承認を受けること。

(４) 暴力団排除に関する特約条項は別紙のとおり。

負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

より契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。

令和　　　年　　　月　　　日

発注者 住　所 京都市上京区西洞院通り下長者町下ル丁子風呂町102

氏　名

請負者 住　所

氏　名

その他の構成員の住所及び氏名を記入する。

〔注〕

引渡予定場所 引渡予定月日

該当無し

数量品質規格品名

印

請負者が共同事業体を結成している場合においては、請負者の住所

印

及び氏名の欄には、共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本

契約書及び令和７年７月23日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請

また、請負者が共同事業体を締結している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書に

分任支出負担行為担当官
　近畿中国森林管理局
　京都大阪森林管理事務所長　氏橋　亮介







箕面国有林267へ林小班外森林整備事業（造林）

箕面

計　　　　　　　　　　 2.11 ㏊

272た外 1.44 km

計　　　　　　　　　　 0.12 ㏊

箕面 箕面 ㏊
単木保護
管設置

契約締結日の翌日
～

令和８年２月27日
272た 0.12

267へ 0.39 km
防護柵
新設

箕面
契約締結日の翌日

～
令和８年２月27日

箕面

箕面

箕面

箕面

1.82 ㏊

植付
(新植)

契約締結日の翌日
～

令和８年２月27日

267へ

272た

計　　　　　　　　　　 2.11 ㏊

単位

0.29 ㏊

km

地拵　　　　　　　計　　　　　　　　 2.11 ha

植付（新植）　　　計　　　　　　　　 2.11 ha

　　単木保護管設置　　計　　　　　　　　 0.12 ha

防護柵新設　　　　計　　　　　　　　 1.83

272た 1.82 ㏊ 全刈筋置

0.29 ㏊ 全刈筋置

備考
事務所

地拵
契約締結日の翌日

～
令和８年２月27日

267へ

作業種
森林

事業期間 国有林 林小班 数量

可　分　事　業　内　訳　書

計　　　　　　　　　　 1.83 km





 

特記仕様書 

 

 

１ 谷、沢筋の周辺及び歩道上方の事業地では、作業時に存置残材が転落しないよう

十分に注意するとともに、存置残材の転落防止の措置を確実に行うこと。誤って転

落した存置残材については、転落の恐れがない箇所まで引き上げた上で、転落防止

措置を行うこと。 

 

２ 実行記録写真の整理方法は、造林事業請負実行管理基準（以下、「管理基準」とい

う。）に定める四ツ切以上のアルバム以外に、Ａ４サイズの工事用アルバムも可能

とする。 

  なお、四ツ切以上のアルバムの場合は台紙下欄に、Ａ４サイズの工事用アルバム

の場合は写真横の記載欄に管理基準に定める記述を行うこととし、この編纂にあた

っては第三者にも事業実施経過が理解できるよう努めること。 

 

３ アフリカ豚熱（ASF）対策 

（１）山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし

等、平時における感染防止対策に協力するとともに、野生いのししの死 体発見

時には管轄の自治体に速やかに通報すること。 

 

（２）アフリカ豚熱（ASF）対策として、野生いのししの感染が確認された場合の都道

府県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の

靴底の洗浄消毒等を行うこと。また、岡山県の行う立入制限等の防疫措置等を踏

まえ、契約約款 20 条に基づき事業を一時中止または解除する可能性がある。 

 

４ その他、本特記仕様書に定めのない事項については、監督職員の指示によるもの 

とする。 





















（防護柵（アニマルネット）物品の規格）

１．防護柵（アニマルネット）物品の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。

２．なお各物品の色については「黒又はこげ茶」とする。

物品 品質及び規格 備考

アニマルネット 高さ1.8ｍ以上×50ｍ、目合い16mm以下 36 巻
1,773ｍ設置
：立木利用区間　　733ｍ
　支柱利用区間　1,040ｍ

侵入防止網等用
上張りロープ

PP又はPE・φ8.0mm以上×55m 33 巻

侵入防止網等用
下張りロープ

PE・φ8.0mm以上×55m 33 巻

アニマルネット
（スカート用）

高さ1.0ｍ以上×50ｍ、目合い16mm以下 36 巻

立木括り付け
ロープ（上）

PE・φ8.0mm以上×55m 14 巻

立木括り付け
ロープ（下）

PE・φ4.0mm以上×55m 14 巻

プラスチック
アンカー

ABS又は同等かそれ以上・長さ400mm以上 3,546 本

１ｍ毎に１本設置
・支柱間（４ｍ）設置本数
　　本体ネット４本
　　スカートネット４本

セパレート式支柱
上部

鉄又はFRP・φ33mm以上・高さ1.8m以上 494 本
４ｍ毎に１本設置
簡易扉を含む

セパレート式支柱
基礎部

支柱上部に適合するもの 494 本
４ｍ毎に１本設置
簡易扉を含む

支柱用キャップ
支柱先端に固定し、上張りロープの弛みを調節で
きるもの

494 個

沈み込み防止
プレート

支柱の沈み込みを防止できるもの 494 枚

支柱用控えロープ 　PE・φ6.0mm以上×55m 45 巻 固定支柱１本毎に１本設置

支柱控えアンカー 鉄・10mm×600mm 488 本

結束バンド 耐候性・200mm以上・100本入/袋 157 袋

支柱１本あたり侵入防止網
を３箇所で固定
アニマルネットは0.5ｍ毎
に上下に固定
スカートネット上下に本体
との結束に0.5ｍ毎に固定

３．アニマルネット及びロープ等は野生動物に噛み切られる恐れのないものを購入すること。

４．支柱は、積雪及び強風等により折損等が生じにくいものを購入すること。

５．防護柵物品購入にあたっては、上記１、２、３、４の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を購入する

こと。

（その他）

６．侵入防止網等は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。

　　なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。

７．その他技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うこと。

防護柵（アニマルネット）物品購入仕様書

数量

　PE・φ4.0mm以上×55m

アニマルネット
（スカート用）
上張ロープ及び
下張りロープ

33 巻



（防護柵（ステンレス入りネット）物品の規格）

１．防護柵（ステンレス入りネット）物品の品質及び規格、数量は、次に示すとおりとする。

２．なお各物品の色については「黒又はこげ茶」とする。

物品 品質及び規格 備考

侵入防止網

高さ1.8m×50m以上
PE200d×120本又はPE400d×60本以上
ステンレス線0.29㎜×4本又は0.19㎜×8本以上
100㎜目合い

2 巻
　56ｍ設置
：支柱利用区間　56ｍ

侵入防止網用
上張りロープ

PP又はPE・φ8.0mm以上×55m 2 巻

侵入防止網用
下張りロープ

PE・φ8.0mm以上×55m 2 巻

ウサギ防止用
スカートネット

PE・高さ1.35m以上×50m・50㎜目合い 2 巻

ウサギ防止用
かがりロープ

PE・φ4.0mm以上×55m 3 巻

プラスチック
アンカー

ABS又は同等かそれ以上・長さ400mm以上 112 本

１ｍ毎に１本設置
・支柱間（４ｍ）設置本数
　　本体ネット４本
　　スカートネット４本

セパレート式支柱
上部

鉄又はFRP・φ33mm以上・高さ1.8m以上 17 本
４ｍ毎に１本設置
簡易扉を含む

セパレート式支柱
基礎部

支柱上部に適合するもの 17 本
４ｍ毎に１本設置
簡易扉を含む

 支柱用キャップ
支柱先端に固定し、上張りロープの弛みを調節で
きるもの

17 個

沈み込み防止
プレート

支柱の沈み込みを防止できるもの 17 枚

支柱用控えロープ PE・φ6.0mm以上×55m 2 巻 固定支柱１本毎に１本設置

支柱控えアンカー 鉄・10mm×600mm 16 本

結束バンド 耐候性・200mm以上・100本入/袋 2 袋

支柱１本あたり侵入防止網を
３箇所で固定
スカートネット上部は侵入防
止網に１ｍ毎に固定

２．侵入防止網及びロープ等は野生動物に噛み切られる恐れのないものを購入すること。

３．支柱は、積雪及び強風等により折損等が生じにくいものを購入すること。

４．防護柵物品購入にあたっては、上記１、２、３の条件及びこれと同等の規格及び品質を有する物品を購入する

こと。

（その他）

５．侵入防止網等は指示した規格及び品質のとおり納入されたか監督職員の確認を受けること。

　　なお、納品書等は監督職員に必ず提出すること。

６．その他技術的事項に関しては、監督職員の指示に従うこと。

防護柵（ステンレス入りネット）物品購入仕様書

数量


















